
平成29年 議会第2回定例会　表決結果
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議案第4号
平成29年度葉山町一般会計補正
予算（第3号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

議案第5号
平成29年度葉山町介護保険特別
会計補正予算（第1号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

議案第6号
葉山町附属機関の設置に関する条
例の一部を改正する条例 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

議案第7号
葉山町個人番号の利用及び特定
個人情報の提供に関する条例の一
部を改正する条例

○ ○ ○ ○ ○ ○
×
討
論

×
×
討
論

○ × ○ 可決

議案第8号
葉山町職員定数条例の一部を改
正する条例 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

議案第9号
葉山町手数料条例の一部を改正す
る条例 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

議案第10号 人権擁護委員の推薦について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

議案第11号 農業委員会委員の任命について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 同意

議案第12号 農業委員会委員の任命について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 同意

議案第13号 農業委員会委員の任命について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 同意

議案第14号 農業委員会委員の任命について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 同意

議案第15号 農業委員会委員の任命について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 同意

議案第16号 農業委員会委員の任命について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 同意

議案第17号 農業委員会委員の任命について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 同意

議案第18号 農業委員会委員の任命について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 同意

議案第19号 農業委員会委員の任命について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○
除
斥

同意

　
                          議員氏名(議席順）

　

 議案・決議・意見・陳情等
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                          議員氏名(議席順）

　

 議案・決議・意見・陳情等

議会議案
第29-6号

最低賃金改定等に関する意見書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

議会議案
第29-7号

教職員定数改善と義務教育費国庫
負担制度の国負担2分の1復元を
求める意見書

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

議会議案
第29-8号

「テロ等準備罪」を新設する組織犯
罪処罰法等改正について国民の十
分な理解を得ずに行われた強行採
決に抗議し廃止を求める意見書

○ ○
×
討
論

○
討
論

○ ○
○
討
論

○ ◎ ○ ×
×
討
論

可決

請願
第29-1号

教職員定数改善と義務教育費国庫
負担制度の国負担2分の1復元を
はかるための2018年度政府予算に
ついての請願書

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 採択

陳情
第29-2号

神奈川県最低賃金改定等について
の陳情 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 採択

陳情
第29-3号

下山口マンション建設・宅地造成開
発事業に関する協定書締結手続き
および内容の妥当性の検討を求め
る陳情

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 趣旨了承

◎は提案者　○は賛成　　×は反対 

※「除斥」とは、審議の公正を期すために利害関係を有する議員は、当該事件の審議に参加することができな
いとする制度です。
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